
 

住民税の扶養控除等の存続を求める意見書 

 

 

 政府は、平成２２年度税制改正の中で「住民税の扶養控除・配偶者控除の廃止」を検討

している。しかしながら、国民健康保険料の算出方式について、川崎市を始め、横浜市、

名古屋市、東京２３区などの多くの自治体では、住民税に料率を掛けた「住民税方式」を

採用している。このため、扶養控除等が廃止されると住民税が増税となる上、国民健康保

険料の算出においてもこれまでと同じ料率を住民税に掛けるとすると保険料の増額につな

がることとなる。仮に川崎市で試算すると、年収４００万円の世帯では、扶養親族が配偶

者のみの場合は住民税で約３６，０００円の増、国民健康保険料で約５３，０００円の増

となり、同じく扶養親族が配偶者と子１人の場合は住民税で約７１，０００円、国民健康

保険料で約１０７，０００円の増になるとされている。 

 このまま税制が改正されれば、国民にとって重税による不満が増すばかりか、国民健康

保険料の増額も重なり、国民生活に重大な支障が出ることが予想される。 

 よって、国におかれては、従来どおり住民税の扶養控除等を存続させるとともに、国民

健康保険料負担の急増を防ぐ措置を講じられるよう強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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